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事業者各位 

  様 式 集 に 関 す る 質 問（ 第 １ 回 ）に 対 す る 回 答 書   

尼崎市 経済環境局 環境部 施設建設担当 

令和 5 年 5 月 12 日までに提出された質問への回答は以下のとおりです。 

工事名：第１工場跡地整備・運営事業 

■質問への回答 

No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 

1 様式集

（Word） 

2 2 提出要領 

（2）参加表明書及び参加資格審査に関する

提出書類 ウ 

背表紙下隅に添付するラベルについて、グループ名は代表企業名を記載

するという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

2 様式 2-3 - 入札参加者の構成企業表 参加表明提出時に「※2 共同企業体を構成する場合は、特定建設工事共

同企業体協定書（任意様式）の写しを添付すること。」とありますが、

提示されている条文における疑義や、共同企業内でのすり合わせ等、協

議に時間を要すると考えられるため、協定書については別途、契約時等

に提出することとし、入札参加表明時には、構成企業、JV 方式、担当工

事（業務）が十分に表明できる任意資料を提示することでお認め頂けま

せんでしょうか。 

協定書（写し）は、入札参加表明のタイミングでは求めず、構成企業、

JV 方式、担当工事（業務）が十分に表明できる任意資料の提出で可と

します。協定書（写し）は、入札書類提出時に提出することとしてくだ

さい。 

3 様式 2-6

【1/10】 

- - 「実績を証する書類として、契約書の写し及び規模等を証する書類（発

注仕様書・要求水準書など施設の内容が分かる資料）を添付すること。」

とありますが、「契約書の写し」については、発注者との守秘義務に係

る部分は黒塗りにし、入札参加要件を満たすことがわかる必要部分の抜

粋を提出するとの理解でよろしいでしょうか。 

黒塗りによる提出を認めますが、それにより参加資格要件の充足を確認

できない場合は失格となる場合があります。 

4 様式 2-6 - - 代表企業、設計企業を記入する項目について、代表企業には本事業への

参加を表明する代表企業、設計企業には様式 2-6[1/10～4/10]の場合、

各施設のプラント設備、既存施設の解体の設計を担当する企業を記入す

るという認識でよろしいでしょうか。また様式 2-6[5/10～10/10]の場

合、「設計企業」ではなくそれぞれ「建設企業」「運営企業」と変更して、

各担当企業について記載すれば良いものと理解してよろしいでしょう

か。 

上記の記載方法と異なる場合については、「代表企業」、「設計企業」の

記載方法をご教示いただけますでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

5 様式 7-4 - - 「地下工作物の存置範囲を設定するにあたっての考え方（地下工作物の

健全性評価の可能性、新設建物との緩衝、存置物の表面仕舞等）、存置

範囲や存置理由の整理資料作成イメージを具体的に示すこと」とありま

すが、ここで言う「存置範囲や存置理由の整理資料」とは、入札説明書

p.12 に示されている基本設計図書の「存置する地下工作物の範囲及び

存置理由説明書」と同一であり、本様式においては基本設計図書の内容

を理解しやすいように提案書として図表等を用いつつ解説するものと

考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。入札書類として提出される基本設計図書に含め

ている「存置範囲や存置理由の説明資料」は、新設建物の基礎形状等が

未定のため、受注後の実施設計を踏まえて更新が必要になると考えてい

ます。提案書では、お見込みのとおり分かりやすい説明や、存置範囲設

定に当たっての考え方等を求めるものです。 
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No. 資料名 頁 項目名 内容 回答 

6 様式 10-1 - Ⅲ-5  その他の提案 

① 地域経済への貢献 

記載要領のウにおいて、地元発注予定企業毎に発注予定金額を記載する

ことになっておりますが、実施設計協議や発注先の事情等により発注内

容や発注先を変更することも想定されます。したがいまして、特定企業

とせず、広く地元企業に発注する金額を工事ならびに運営業務毎で提案

させていただき、その金額を遵守する形を取りたいのですがよろしいで

しょうか。 

例：プラント工事（焼却）：○○億円 

  土木建築工事：××億円 

地元企業については、技術提案書提出の段階で想定される企業名及び各

企業への発注内容について記載してください。ただし、該当する地元企

業が構成企業の場合は、企業名を伏せてください。 

7 様式 10-1 - Ⅲ-5  その他の提案 

① 地域経済への貢献 

「活用規模については代表企業以下全てを算入対象とする。」とありま

すが、元請の建設 JV 等のうち地元企業に該当する企業の分担額等が計

上できるものとの理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 


